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[施策４０ 環境保全] 

[施策総合評価] 

    Ⓑ （７.１点） 

 [目指す姿] 

市民や事業者は、人と自然が共生する静かでやすらぎのあるまちを目指し、地球環境への負

荷の少ない生活を営んでいます。 

[まちづくり指標] 

指標 1 

家族や地域、職場等で地球温暖

化防止（温室効果ガス削減）に 

取り組んでいる市民の割合 

現状値 目標値 

① 

単位:％ 

(アンケート) 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32 

－ 60.7 － 72.2 － 62.0 65 70 

(指標の説明) 

平成 22年度の市民アンケート調査結果では「積極的に取り組んでいる」「取り組んで

いる」と回答した市民の割合は、60.7％でした。この割合を平成 32 年度までに本施策

の推進により 70％に高めることを目標として設定しています。 

(現状と課題) 

環境問題は今や地域における生活環境の悪化や自然の減少といった問題から、異常気

象や地球温暖化問題をはじめとした地球規模の問題へと変貌しています。そういった複

雑・多様化する環境問題に対して、これまで以上に総合的かつ効果的な対応を図るため

「座間市環境基本条例」に基づき、平成 26 年 4 月より「座間市環境基本計画」の運用

を開始しました。今後は同計画に基づき、市・市民・事業者が協働を基調として環境施

策を推進していく必要があります。 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 14.0％ もう一歩 

(今後の方策) 

市、市民、事業者の各主体がそれぞれの役割を認識し、共通の目的意識を持って将来

世代への良好な環境の継承を目指します。 
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指標 2 

市が率先して環境保全に努めて 

いると思う市民の割合 

現状値 目標値 

② 

単位:％  

(アンケート) 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32 

－ 34 － 22.1 － 34.1 50 60 

(指標の説明) 

平成 22年度の市民アンケート調査結果では「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」

と回答した市民の割合は、34％でした。この割合を平成 32 年度までに本施策の推進に

より 60％に高めることを目標として設定しています。 

(現状と課題) 

平成 26 年 4 月に運用した環境基本計画に基づき、市・市民・事業者が協働を基調として環

境施策を推進していく必要がある。 
 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 0.4％ もう一歩 

(今後の方策) 

環境基本条例、環境基本計画に基づき、市・市民・事業者が目標を共有化して、協働

による環境保全を目指します。 

 

[内部評価] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

405104 環境対策啓発事業 

総合評価 7 点 

環境保全活動の推進は、市民、事業者との連携・協働が不可欠である。様々な環境保全に関

するイベントを開催することにより、市民への環境保全意識の高揚が図られ、環境保全施策を

効率的に推進する上で有効な事業である。 

 

405110 ひまわり環境システム推進事業 

総合評価 8 点 

平成 22 年度から市独自の環境マネジメントシステムとして導入したもの。全庁を対象に運

用し、市が率先して環境負荷の低減と改善への取組みを示すことにより、市民や事業者の活動

促進に繋がるため、有効性は高い。 
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405116 スマートハウス関連設備設置助成事業費 

総合評価 8 点 

住宅用太陽光発電設備、エネファーム、リチウムイオン蓄電池及びＨＥＭＳを導入する市

民に対して設置費の一部を助成することにより、一般家庭における再生可能エネルギー及び

省エネルギー設備の普及促進が図られ、低炭素社会の実現が期待できる。 

 

405125 電気自動車購入助成事業 

総合評価 8 点 

電気自動車の購入に対する補助制度は、低炭素社会の実現のための効果的な施策の一つで

あり、国の施策と連携することにより、電気自動車普及の促進が期待できる。また、平成２

３年度に創設した低炭素社会推進基金を原資とした事業として効率性、必要性は高い。 

 

405134 電気自動車急速充電器設置助成事業 

総合評価 8 点 

充電インフラ整備のために、一般の利用者を対象とした電気自動車用急速充電器を設置す

る者に対し、低炭素社会推進基金を原資として、設置費の一部を助成するものであり、効率

性、必要性が高い事業である。 

 

405137 環境審議会運営事業 

総合評価 9 点 

環境基本条例に基づき、総合的かつ計画的な環境行政の推進その他の環境の保全及び創造

に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議を行う組織として継続運営が必要

な事業である。 

 

405225 河川水質測定事業 

総合評価 9 点 

生活環境の保全上、継続して河川水質の状況を把握し、環境基準の検証を行うことは重要

であることから、必要性は極めて高い。また、市民に対し水質保全・河川環境への取組みを

啓発することができることから有効性が高い。 

 

405231 ダイオキシン類実態調査事業 

総合評価 8 点 

ダイオキシン類の人体への影響を考慮し、継続的に環境基準の検証を行う必要性は高く、

生活環境の保全・向上を図ることができる。 
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[外部評価] 

アンケート結果（Ｈ26年 5月実施「まちづくりのための市民アンケート」） 

関心度 87.0％ 9位/52施策 

重要度 2.6％ 42位/52施策 
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[施策４１ 湧水・地下水保全] 

[施策総合評価] 

    Ⓒ （６.０点） 

 [目指す姿] 

市民は、湧水・地下水の水質及び水量の保全により市民生活に必要な水が確保され、うるお

いのある生活を送っています。 

[まちづくり指標] 

指標 1 

地下水保全のために雨水の地下

浸透に努めたいと思う市民の割 

合 

現状値 目標値 

① 

単位:％ 

(担当課調) 

H20 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32 

11.6 － － － － 4.7 20 30 

(指標の説明) 

市民意識調査の結果では雨水の地下浸透に努めたいと回答した市民の割合は、11.6％

でした。この割合を平成 32年度までに本施策の推進により 30％に高めることを目標と

して設定しています。 

(現状と課題) 

急速な都市化による湧水、地下水の質や量への影響が危惧され、条例や基本計画等に

基づき、水質測定や水位観測などの監視業務を展開していますが、開発、地下水採取事

業者、天候等による影響を予測することが困難です。 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 △37.5％ がんばろう 

(今後の方策) 

安心・安定した地下水を確保するために、「市民共有の財産」という認識の下、市民、

事業者、行政が一体となって湧水・地下水の水質及び水量保全に取り組んでいく必要が

あります。また、水量保全策として、雨水浸透施設設置助成、地下水取水量の把握、地

下水位の観測などを実施し、水質保全策として、有害物質使用事業場の指導や地下水質

測定などを実施します。 
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[内部評価] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[外部評価] 

アンケート結果（Ｈ26年 5月実施「まちづくりのための市民アンケート」） 

関心度 78.6％ 19位/52施策 

重要度 9.1％ 17位/52施策 

 

 

 415101 雨水浸透施設等設置助成事業 

総合評価 7 点 

地下水涵養の促進を図るため有効性、必要性の高い事業である。地下水保全へ向けた涵養策と

して積極的な活用を PR していく必要がある。 

 

415119 地下水位常時観測事業 

総合評価 8 点 

水道水の約85％を地下水で賄っている本市では、市内6か所による地下水位のモニタリングは、

渇水対策や大口揚水事業者への取水停止要請等を実施する上で、本事業が果たす役割は大きい。 

 

415128 地下水保全基本計画改定事業 

総合評価 7 点 

当該計画の改定は、環境変化を的確に把握、分析することにより、地下水保全に係る総合的な

施策展開の方向性を定める必要性が高く、極めて重要な事業である。 

 

415201 地下水・土壌汚染測定事業 

総合評価 8 点 

市民生活に欠かすことのできない安全で安心な水の確保を図るため、継続的に測定を実施する

必要性が高い。 

 

415204 地下水汚染対策推進事業 

総合評価 10 点 

市民生活に不可欠な水道水を供給するため、区域外から流入する地下水の測定を継続的に実施

する必要性は高い。 

 



140 

 

[施策４２ 資源循環社会] 

[施策総合評価] 

    Ⓒ （７．０点） 

 [目指す姿] 

ごみの分別や減量化・資源化に対して、市民や事業者の意識が高く、確実に行われています。 

[まちづくり指標] 

指標 1 

市民１人当たりの可燃ごみの年 

間排出量 

現状値 目標値 

① 

単位:ｋｇ 

(担当課調) 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H27 H32 

208 204 195 196 196 203  193 183 

(指標の説明) 

いかにごみの減量化が進んでいるかの目安として市民１人が排出する「可燃ごみ」の

量を示しています。 

(現状と課題) 

缶・ビン・紙・ペットボトル及びプラスチック製容器包装の分別収集の徹底や小学校・

保育園などへの大型生ごみ処理機による生ごみの再資源化への取り組みで、人口一人当

たりのごみ排出量が県内で一番少なく、可燃ごみの排出量についても政令市を除く県内

16市中３番目に少ない状態で、減量化は順調です。 

目標の達成には「一般廃棄物処理基本計画」の内容に沿った、更なる減量化の努力が

必要です。        

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 20.0％ やや順調 

(今後の方策)                   

平成 23年度には廃食用油の資源化、平成 24年度は製品プラスチックの一部品目の資

源化、平成 25年度には剪定枝の資源化を実施いたしました。今後は分別品目や資源化、

減量化に向けての取り組みについて講座や見学会、イベントでの啓発事業を拡充し、更

なる可燃ごみの減量化及び資源化を図る施策を実施します。 
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指標 2 

意識的にごみを減らそうとして 

いる人の割合 

現状値 目標値 

② 

単位:％  

(アンケート) 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32 

－ 88.4 － 80.5 － 83.4 91.5 95 

(指標の説明) 

平成 22年度の市民アンケート調査結果では「徹底して減らそうとしている」「減らそ

うとしている」と回答した市民の割合は、88.4％でした。この割合を平成 32 年度まで

に本施策の推進により 95％に高めることを目標として設定しています。 

(現状と課題) 

アンケート調査結果から、市民のごみに対する意識が 80％以上あり、深まっている

ことはうかがえますが、目標達成のためには今後もごみの削減に対する更なる意識向上

が必要であると考えます。 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 △75.8％ がんばろう 

(今後の方策) 

ごみの排出者である市民一人ひとりの協力が不可欠です。意識的に、ごみを減らそう

としている人の割合を更に高め、今後もごみの削減に対する意識向上に努めます。 
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指標 3 

分別収集や資源物回収などによ

りごみの減量化が進んできてい 

ると思う市民の割合 

現状値 目標値 

③ 

単位:％  

(アンケート) 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32 

－ 55.1 － 44.8 － 52.5 58 61 

(指標の説明) 

平成 22年度の市民アンケート調査結果では「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」

と回答した市民の割合は、55.1％でした。この割合を平成 32 年度までに本施策の推進

により 61％に高めることを目標として設定しています。 

(現状と課題) 

減量化は順調に進んでいますが、まだまだ転入者や単身者、外国人等がごみの出し方

がわからず、分別をしないでごみの集積所に出されているのが現状です。 

(進ちょく度ランク) 

 進ちょく度 △44.1％ がんばろう 

(今後の方策) 

分別ガイド、六か国語のパンフレットを活用し、広報等による分別のＰＲに努め、ご

みの減量化の施策に取り組みます。 

 

[内部評価] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425101 生ごみ減量化推進事業 

総合評価 8 点 

家庭から排出される生ごみをコンポストにより減量化するとともに、資源の再利用に繋が

ることから有効性が高く、市民意識の醸成を図ることができる。 

 

425107 廃棄物減量等推進事業 

総合評価 8 点 

一般廃棄物減量化のために、廃棄物減量等推進員がごみ集積所を巡回することにより、ご

みの分別状況や不法投棄など、不適正な排出抑制に有効である。活動を通して周辺環境の美

化が図れることで、生活環境の向上に寄与できる。 
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425110 ごみ・資源物分別ガイド配布事業 

総合評価 9 点 

ガイドの配布により、ごみの出し方、分別の仕方の周知徹底を図ることで、減量化・資源

化が推進され、効率性、有効性が高い。更なる理解と協力を求めるに当たり、一層のＰＲに

取り組む必要がある。 

 

425201 資源物分別収集実施事業 

総合評価 9 点 

資源物の分別収集と再利用によるゴミの減量化は、環境を保全し、循環型社会の構築に寄

与する。市民・事業者・行政がその役割分担の中で積極的な取組み及び責任を果たすことが

求められ、収集体制の見直しにより効率性を高めることと一層のＰＲに努める必要がある。 

 

425204 資源物集団回収実施奨励事業 

総合評価 8 点 

資源循環型社会への市民意識を高めるとともに、各種団体の収入源として活用されてい

る。ごみの収集運搬費の軽減に繋がる効果もあり、継続して実施する必要性が高い。 

 

425301 美化共同清掃作業実施事業 

総合評価 9 点 

地域住民による美化活動を促進することにより、住民自ら快適な生活環境を保全し、公衆

衛生の向上が図られるため必要性は高い。 

 

425307 塵芥収集事業 

総合評価 9 点 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事業であり、生活環境の保全及び公衆衛生の

向上から必要性、優先性が極めて高い。車体にざまりんのイラストを描いたパッカー車等を

導入し、市民への PR を行う等、廃棄物の適正処理を推進している。 

 

425310 粗大ごみ収集運搬事業 

総合評価 9 点 

家庭から排出される大型ごみ等を収集する事業であり、市民生活の利便性に寄与してい

る。減量化を図るためにリサイクルプラザと連携し、再生可能な家具の販売に繋げているこ

とから必要性、有効性が高い。受益者の費用負担額の妥当性について、検討する余地がある。 
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[外部評価] 

アンケート結果（Ｈ26年 5月実施「まちづくりのための市民アンケート」） 

関心度 90.8％ 5位/52施策 

重要度 7.2％ 21位/52施策 

 

外部評価委員（評価・提言 H27年 3月実施） 

① 市民意識の向上に継続して取組んでおり、一般家庭を対象に生ごみ処理機の購入補助を

拡充し、ごみの減量化を促進している点は評価できる。 

 

② リサイクルについては、分別収集する品目を増やすなどの取組みを推進しているが、市

民の理解・協力が必須であることから、引き続き普及・啓発を行い、市民や地域組織と一

体となったきめ細かく多様な取り組みを提案・強化すべきと考える。 

425313 高座清掃施設組合運営事業 

総合評価 10 点 

収集・運搬した一般廃棄物を処分するために設けた一部事務組合の運営は、生活環境の保全

に必要不可欠な事業であり、必要性、有効性、優先性が極めて高い。可燃ごみの排出量を抑制

することで経費の削減に繋がり、施設の延命化も図れるため一層の啓発・PR が必要である。 

 

425334 し尿収集事業 

総合評価 9 点 

公共下水道の普及率は平成 25 年度で約 98％となっているが、市街化調整区域や一部公共下

水道が未接続の世帯への対応であり、生活環境保全に必要である。し尿収集手数料の徴収と、

減車により効率性向上に努めている。 

 

425337 生活排水処理事業 

総合評価 9 点 

公共下水道の普及率が平成 25 年度で約 98％となっているが、市街化調整区域や一部公共下

水道が未接続の世帯への対応は必要であり、生活環境保全に必要な事業である。収集手数料の

徴収と、コースの見直しにより効率性の向上に努めている。 

 

425404 不法投棄対策事業 

総合評価 7 点 

不法投棄の未然防止が大きな課題となっており、防犯カメラの設置検討や外灯等の無い場所

のパトロールにマンパワーを確保する必要が生じる。家電４品目のリサイクル費用が自治体負

担となっているが、抜本的な対策について、国に対し継続して要望していく必要がある。 
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③ 不法投棄については、現状を分析・把握し、地域の協力を得ながら、強い姿勢を持って

対応することが必要である。 

 

外部評価（外部評価委員）に対する対応 

① ごみの減量化のために生ごみ処理機の購入補助を継続します。 

 

② 講座等を通じて、ごみの分別方法やリサイクルについての周知啓発を引き続き行います。 

 

③ 現状を分析し、対応を図って参ります。 
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[施策４３ 農業] 

[施策総合評価] 

    Ⓑ （８．０点） 

 [目指す姿] 

農業の担い手は、意欲を持って規模拡大など経営の安定に努力しており、安全で安心

な食料の供給をはじめ環境の保全にも大きく貢献しています。また、市民は、農地が果

たす多面的な機能の重要性を認識しており、都市と調和した農業の維持が図られていま

す。 

[まちづくり指標] 

指標 1 

農用地の利用権設定面積 
現状値 目標値 

① 

単位:ha 

(担当課調) 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H27 H32 

－ 11.4 15.1 16.9 16.1 17.2  14.6 17.6 

(指標の説明) 

農用地の利用権設定とは、農地利用の効率化を進めるために行われ、農業振興

地域内で農地利用の規模拡大を目指すもので、当該指標はその集積面積を示して

います。 

(現状と課題) 

農業後継者の不足により、所有者自らが農地を耕作できないケースが増加し、農地

の荒廃化が懸念されます。 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 93.5％ 順調 

(今後の方策) 

関係機関が一体となり、情報の収集及び相談体制の強化に努めます。 
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指標 2 

朝市などを通して地産地消

が進められてきていると思

う市民の 

割合 

現状値 目標値 

② 

単位:％  

(アンケート) 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32 

－ 38.4 － 28.6 － 32.2 50 60 

(指標の説明) 

平成 22年度の市民アンケート調査結果では「そう思う」「どちらかと言えばそ

う思う」と回答した市民の割合は、38.4％でした。この割合を平成 32年度までに

本施策の推進により 60％に高めることを目標として設定しています。 

(現状と課題) 

直売を目的とした「ざま市民朝市」については、リピーターを中心に一定の来

客数は増加傾向にありますが、新規の来客数の確保が課題となっています。 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 △28.7％ もう一歩 

(今後の方策) 

各種イベント等において「ざま市民朝市」や直売所などのＰＲ強化に努めます。 

 

[内部評価] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

435119 市民農園貸付事業 

総合評価 8 点 

荒廃農地対策として、市民の余暇を活用する農園開放は、農業に対する理解が深められ

有効である。今後は、開設箇所の増加に伴う維持管理について、効率性・有効性から農業

生産団体等への委託など検討が必要である。 

 

435207 地産地消促進事業 

総合評価 8 点 

市民朝市等の実施は、農業に対して消費者と生産者が互いに理解を深め、消費や生産の

拡大、地域産業の発展へと繋がることから必要性、有効性が高く、農業の活性化に寄与し

ている。 
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[外部評価] 

アンケート結果（Ｈ26年 5月実施「まちづくりのための市民アンケート」） 

関心度 61.4％ 43位/52施策 

重要度 2.6％ 42位/52施策 

 

 

435301 農業生産基盤整備事業 

総合評価 8 点 

地域住民の安全及び農作業の効率化を図る上で、必要性は高い。危険防止を考慮し、計

画的に改修を実施する必要がある。 
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[施策４４ 商・工業] 

[施策総合評価] 

    Ⓑ （７.３点） 

 [目指す姿] 

商業では、特産品などのブランド化や地産地消を定着させて商店街や個店が活気づい

ており、工業では、低炭素社会に対応した先端技術の導入を図りながら、製造品出荷額

等も増加しています。 

[まちづくり指標] 

指標 1 

地元商店街を利用している市民 

の割合 

現状値 目標値 

① 

単位:％ 

(アンケート) 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32 

－ 60.6 － 55.8 － 61.1 65 70 

(指標の説明) 

平成 22年度の市民アンケート調査結果では「いつも利用している」「ときどき

利用している」と回答した市民の割合は、60.6％でした。この割合を平成 32年度

までに本施策の推進により 70％に高めることを目標として設定しています。 

(現状と課題) 

現在、市内商店街による地域活性化を目的としたイベントの開催、商店街路灯

の維持管理、また地域住民が参加する環境整備等を実施しており、地元に根付い

た活動を行っています。 

また、市特産品等認定協議会（事務局：市観光協会）が特産品、推奨品の認定

を行うほか、パンフレットの作成や各種イベントでの委託販売により PRに努めて

いる。 

一方で、後継者不足や大型店の進出等による個店の廃業が増加しています。 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 5.3％ もう一歩 

(今後の方策) 

市商工会及び市商店会連合会等と連携し、消費者ニーズに対応した商業環境を

構築することで、現利用者の商店街離れを防ぎ、また新規顧客の獲得を目指しま

す。 
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指標 2 

市内の産業振興への取組が積極

的に行われていると思う市民の 

割合 

現状値 目標値 

② 

単位:％  

(アンケート) 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32 

－ 18.6 － 14.2 － 19.2 20 22 

(指標の説明) 

平成 22年度の市民アンケート調査結果では「そう思う」「どちらかと言えばそ

う思う」と回答した市民の割合は、18.6％でした。この割合を平成 32年度までに

本施策の推進により 22％に高めることを目標として設定しています。 

(現状と課題) 

「座間市企業等の新たな企業投資の促進のための支援措置に関する条例」（いわ

ゆる「企業投資促進条例」）に基づき、これまでに 18件の支援措置（奨励金交付、

固定資産税の不均一課税）を実施しているが、平成 27年度末までの時限措置とな

っている。 

また、市商工会と共催して「産業フェア」を、近隣市（座間・海老名・綾瀬・

大和）と協力して「県央ものづくり交流会（製造業の展示会）」を開催している。 

上記の取組みについては、市広報紙などを利用して周知をしているが、一般市

民の方に対しては印象に残りにくい面があると思われる。 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 17.6％ もう一歩 

(今後の方策) 

平成 27 年度末に終了予定の企業投資促進条例の期限延長等について検討をす

る。 

また、商工会、工業会等といった団体との連携による市内産業の振興に努め、

その取組みについては、市民に分かりやすく周知することに努めます。 
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指標 3 

製造品出荷額等 
現状値 目標値 

③ 

単位:百万

円  

(担当課

調) 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H27 H32 

205,525 148,801 168,342 - 291,270 

 

239,885 

 

220,000 250,000 

(指標の説明) 

この指標は製造品出荷額（出荷額及びその他収入＝冷蔵保管料、広告料など）に加工

賃収入及び修理料収入額を加えたもので、工業力の目安となるものです。 

(現状と課題) 

平成２５年度の製造品出荷額等は、平成２４年度と比べて５１３億８５００万円の減

額となっているが、リーマンショックが影響した平成２１年度と比較すると９１０億８

４００万円の増額となっている。また、日産自動車座間工場閉鎖の翌年とほぼ同額とい

う状況である。 

製造業が生産設備を海外移転する等の要因が大きく影響し、国レベルでの対策が必要

と考える。 

(進ちょく度ランク) 

 進ちょく度 77.3％ 順調 

(今後の方策) 

平成２６年４月１日に信用保証料補助及び事業資金利子補助の規則改正を行い、設備

資金の補助限度額を大幅に増額し、市内企業の設備投資を活発にして市内産業の活性化

を図ります。 

 

[内部評価] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445101 商工会補助事業 

総合評価 8 点 

商工会への加入率が低い現状において地域商工業の活性化を図るためには、加入促進を図る

ことはもちろんのこと、さらなる事業の充実を創意工夫をもって推進することが必要である。 

 

445107 商業活性化対策イベント補助事業 

総合評価 7 点 

商店街の活性化を図ることにより、地域の活性化にも繋がる事業としてその必要性は高い。

対象が一部の商店会に偏ることがないよう留意する必要がある。 
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445110 商店街近代化対策補助事業 

総合評価 7 点 

商店会連合会が自分たちの活動を広く消費者へ情報発信するため、ＩＣＴを活用した

取り組みが必要である。平成 25 年度のアクセス件数は月平均 12,610 件であり、商工業

振興策の柱となる事業として推進していることから必要性は高い。 

 

445113 地域商店会施設設置・維持管理補助事業 

総合評価 7 点 

商店街に設置されている街路灯などの維持管理的な経費であり、更なる商店街の活性

化に向け、行政と商店街が協働でイメージアップに繋がる事業展開を実施している。適

正な維持管理の指導により、事業を計画的に実施し、効率性の向上を図る必要がある。 

 

445122 特産品認定事業 

総合評価 7 点 

実施主体である特産品等認定協議会を助成するものであるが、市内産業の振興と活性

化には有効な施策である。事務局を観光協会が兼ねることにより、効率的に運用してい

る。今後地域ブランドなどの視点での販路拡大等について検討する必要がある。 

 

445128 市工業会補助事業 

総合評価 6 点 

加入率が低い現状であり、今後は加入事業者の脱会防止、未加入事業者の加入促進に取

り組むことにより、会員企業の経営基盤の安定、強化を図る必要がある。また、商工会

工業部会との統合や重複加入について整理する必要がある。 

 

445134 中小企業事業資金利子補助事業 

総合評価 7 点 

市内中小企業者の経営安定支援策として、利子負担の軽減を図ることにより商工業振

興策の柱となる事業である。多くの業者に有効的に活用されており、その必要性は高い。 

 

445313 勤労者住宅資金利子補助事業 

総合評価 7 点 

勤労者の生活の安定を図る上で継続が必要な事業である。今後も PR に努めるなど利

用の促進を図る必要がある。 
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[外部評価] 

アンケート結果（Ｈ26年 5月実施「まちづくりのための市民アンケート」） 

関心度 65.0％ 39位/52施策 

重要度 5.3％ 27位/52施策 

 

 

445316 勤労者生活資金貸付事業 

総合評価 7 点 

勤労者の安定した生活に寄与するために継続が必要な事業であり、効率的な活用が図

られるよう金融機関との調整、制度の周知に努める必要がある。 

 

445319 生活資金等貸出金一般預託事業 

総合評価 8 点 

預託により金融機関の安定運用を図るとともに、勤労者の生活改善、福祉の増進に寄

与するために必要な事業。更なる周知と制度の効率的な活用に努める必要がある。 

 

445322 中小企業退職金共済制度奨励補助事業 

総合評価 8 点 

共済制度の奨励は、中小企業の振興と雇用の安定を図るために必要性が高い事業であ

る。対象者の変更により、継続補助の安定性が欠ける面を課題とし、今後も加入促進に

努める必要がある。 

 

445325 勤労者サービスセンター補助事業 

総合評価 8 点 

中小企業勤労者への総合的福利厚生を担うセンター事業であり、支援する必要がある。

各種事業の充実とＰＲにより、会員の加入促進と事業の効率化を図ることが課題である。 
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[施策４５ 観光] 

[施策総合評価] 

    Ⓑ （７.７点） 

 [目指す姿] 

市に固有の自然、歴史、文化、伝統行事、伝統芸能、産業などの地域資源を活用した

観光イベントに参加した市民や来訪者は、座間市に愛着と好感を持つとともに、地域経

済の活性化に寄与しています。 

[まちづくり指標] 

指標 1 

入込観光客数 
現状値 目標値 

① 

単位:人 

(担当課調) 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H27 H32 

－ － 99,200 280,440 272,932 359,651 150,000 180,000 

(指標の説明) 

平成 22年度の数値は、大凧まつりの観光客数で、平成 32年度の目標値は、ひまわり

まつり等を含む数値を設定しました。 

(現状と課題) 

本市では、平成 19 年度に座間市観光協会が設立され、地域資源の保全と発掘を行な

っています。伝統ある「大凧まつり」に加えて、近年では首都圏随一の規模（5.5 ﾍｸﾀｰ

ﾙ、55万本）を誇る「ひまわりまつり」も夏の風物詩としての知名度が高まってきてい

ます。 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 322.3％ 順調 

(今後の方策) 

観光協会や市民等のボランティアとの協働及び観光の情報を関係機関と共有化する

ことにより、効果的な観光振興を推進します。 
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指標 2 

市固有の地域資源に触れ、座間 

市に好感を持つ市民の割合 

現状値 目標値 

② 

単位:％  

(アンケート) 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32 

－ 59.6 － 40.5 － 41.9 65 70 

(指標の説明) 

平成 22年度の市民アンケート調査結果では「感じる」「どちらかと言えば感じ

る」と回答した市民の割合は、59.6％でした。この割合を平成 32年度までに本施

策の推進により 70％に高めることを目標として設定しています。 

(現状と課題) 

本市には景勝地や歴史遺産等はありませんが、市内に点在する湧水や相模川、

県立谷戸山公園をはじめとした自然や神社仏閣、文化財または日産自動車などの

先端企業といった地域資源が存在しています。そのほか、大凧や市の花「ひまわ

り」といったシンボル的なイベントもあり、市外の方からは高い評価を受けてお

りますが、それに比べると市民の関心度があまり高くないと思われる。 

(進ちょく度ランク) 

進ちょく度 △170.2％ がんばろう 

(今後の方策) 

市観光協会等と連携をして、市や市観光協会等が実施するイベントに多くの市

民に参加、来場していただくように取組み、座間市の良さを実感していただく。 

 

[内部評価] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455101 大凧まつり補助事業 

総合評価 8 点 

本市観光事業のメイン行事であり、伝統の継承も踏まえて必要性は高い。保存会の体制強化

を図り、一層の内容充実と自主財源の確保、経費削減に努める必要がある。 

 

455107 ひまわりまつり補助事業 

総合評価 8 点 

首都圏最大規模の植栽面積を誇る市の花「ひまわり」を観光事業とし、市のＰＲに努めると

ともに、市内産業の振興・活性化を図るために有効であり、必要性が高い。 

 

  



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

[外部評価] 

アンケート結果（Ｈ26年 5月実施「まちづくりのための市民アンケート」） 

関心度 60.6％ 45位/52施策 

重要度 3.8％ 34位/52施策 

 

 

455201 観光協会補助事業 

総合評価 9 点 

各種催しを観光協会が母体となり、事務の合理化による効率的な運用をすることで、市内産

業の振興と活性化が図られている。補助事業として必要性は高いが、今後は会員の拡大や自主

財源の確保に取り組む必要がある。 

 


